
令和 ５ 年 ２ 月１３日
総務企画常任委員協議会
【資料４】　総　務　部

 ３　変更契約額

 ４　変更契約日　　令和５年２月６日

1

R4.5.2 仮契約
R4.6.29 議決
R4.7.4 本契約

事項 内容 理由 処理

金額変更    783,992,000 円
【当初比】
 増  2,992,000 円
        （0.38％）

特例措置の適用
による労務単価
の変更

R5.2.6 専決処分
R5 第１回定例会報告予定

②

①

当初契約    781,000,000 円

専決処分の報告について（青森市立西中学校屋内運動場改築工事）

１ 工 事 名 青森市立西中学校屋内運動場改築工事（令和４年第２回定例会議決）

<工 期> 令和４年７月５日から令和５年１０月２５日まで

<相手方> 佐々木・相互特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社 佐々木建設工業 代表取締役 佐々木 広輝

（青森市青柳一丁目１６番９３号）

２ 変 更 内 容

令和４年４月１日以降適用の労務単価（以下「新労務単価」という。）の決定に伴い、国土交通

省の特例措置通知等に基づき、本市においても同様に令和４年４月８日付で特例措置を実施するこ

ととした。

本工事は、旧労務単価を適用した対象工事であるが、相手方から請負代金額の変更の協議があり、

協議の結果、新労務単価を適用し、増額変更を行ったものである。

【工事概要】

工事場所 ：青森市大字浪館字志田３６番地
構造・規模：校舎 鉄筋コンクリート造３階建 延床面積：７，８７４．２９㎡

（令和２年度完成）
屋内運動場 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建 延床面積：１，５１１．３５㎡
渡り廊下 鉄筋コンクリート造２階建 延床面積： ８１．００㎡
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工事状況（令和4年11月30日撮影）
●地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項の指定について（抄）

平成１７年４月１４日指定

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１８０条第１項の規定により次に掲げる事項は、市長においてこれを

専決処分にするものとする。

一 青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例（平成１７年青森市条例第８５号。

以下「条例」という。）に基づく契約並びに財産の取得及び処分で議会の議決を経た後において当該契約並びに財産の取得及び

処分に係る金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の１０分の１に相当する額を超えないもの。

二～八（略）

●特例措置について（令和４年４月８日付 青森市通知文書抜粋）

１ 措置の内容

令和４年４月１日以降適用の労務単価（以下「新労務単価」という。）の決定に伴い、２に定める工事の受注者は、「青森市

工事請負契約標準約款」第５１条の定めに基づき、令和３年度の労務単価（以下「旧労務単価」という。）に基づく契約を新

労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。

２ 対象工事

令和４年３月１日以降に契約を締結した工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

３ 請負金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。

変更後の請負代金額＝新労務単価により積算された請負工事対応額×当初契約の落札率

●青森市工事請負契約標準約款 第５１条（その他の協議事項）抜粋

この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。


